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労働保険制度について 
 

皆様こんにちは。早いもので今年も年末が近づき、慌ただしい師走の時期となりました。

今回は労働保険制度についてご案内します。 

労働者を一人でも雇った場合、労働保険の成立手続きが必要となります。 

労働保険は、労災保険と雇用保険の総称で、国が管掌する強制保険です。農林水産業の一部を除き、

正社員、パート、アルバイトにかかわらず、一人でも労働者を雇っていれば適用事業となり、事業主は

労働保険の成立手続を行う必要があります。 

労働者とは 

 職業の種類にかかわらず、事業に使用される者で、労働の対価として賃金が支払われる者のことを

言います。労災保険は、パート・アルバイトなども含め、すべての労働者が対象です。雇用保険は、

一定の条件を満たさない短時間労働者など被保険者とならないことがあります。また、法人の役員、

同居の親族等は原則として労災保険・雇用保険の対象となりません。 

保険料負担は 

 労働保険料の額は、労働者に支払う賃金の総額に保険料率（労災保険率＋雇用保険率）を乗じて得

た額です。労災保険部分は全額事業主負担、雇用保険部分は事業主と労働者双方の負担になります。  

令和7年度の労災保険率は昨年度と同率で、2.5/1000から88/1000の範囲で事業の種類に応じて異な

ります。雇用保険料率は昨年度より1/1000引き下げられ14.5/1000です（異なる業種があります）。 

成立手続きを怠っていた場合は 

遡って保険料を徴収するほか、追徴金を徴収します。また、 未成立で労働災害が生じた場合、労災

保険給付額の全部又は一部を徴収します。助成金の給付等への影響もあります。 

成立手続きの方法は 

 労働保険の適用事業となった場合には、その翌日から起算して10日以内に労働保険の保険関係成

立届を労働基準監督署またはハローワークに提出します。その後、その年度中に支払う賃金総額の見

込み額をもとに算出した概算保険料を申告・納付することになります。 

 概算で申告・納付した労働保険料は、翌年度における申告の際に額を確定し、清算します。労働保

険では、毎年、前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を併せて申告・納付する手続きを行いま

す。これを「年度更新」といいます。 

労働保険の事務は労働保険事務組合に委託できます 

 労働保険事務組合とは、事業主の委託を受けて事業主が行うべき労働保険の事務を処理すること

について厚生労働大臣の認可を受けた中小企業事業主等の団体です。労働保険の手続きを事務組合

に委託することにより、以下のようなメリットがあります。鹿児島県労働基準協会川内支部をはじ

め事業協同組合、商工会、社労士など多くの団体が労働保険事務組合の認可を受けています。鹿児



島労働局ホームページに事務組合リストが掲載されていますので、加入手続は掲載されているそれ

ぞれの連絡先にお問い合わせください。掲載ページは、「鹿児島労働局 労働保険事務組合」で検

索してください。 

【労働保険事務組合加入のメリット】 

・事務軽減が図れる。 

・通常労働保険の対象にできない事業主と事業主の家族従事者が労働保険に特別加入できる。 

・労働保険料納付時、額の大小にかかわらず3分割納付ができる。 

 

中小企業退職金共済制度のご紹介 
 

中小企業の振興や従業員の福祉増進を目的とした制度で、国が掛金の一部を助成している

退職金制度のご案内です。退職金制度は、人手不足時代の人材確保、環境整備として有効と

思われます。詳細につきましては以下をご覧ください。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ハローワークからのお知らせ 
 

 

 人事担当者の皆様、「ｊｏｂｔａｇ」を使ってみませんか。 
「ｊｏｂｔａｇ」とは、厚生労働省が運営する職業情報提供サイトです。 
 

☆募集のための求人要件の明確化 

☆社員に不足する能力の確認      

☆労働法の基礎知識  など様々な機能が満載です。 
 

詳しくは、こちらの 2次元コードよりご確認ください！ 

 

ハローワーク川内  ℡22-8609  

お問合せ先 ハローワーク出水  ℡62-0685  

ハローワーク宮之城 ℡53-0153  

 


